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報告第２号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市税条例

の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り報告し、承認を求める。 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

理由 

　地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第

７号）が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に吉川市税条例（昭和３０年

吉川町条例第３８号）を改正する必要が生じたため、令和７年３月３１日に吉川市税条例

の一部を改正する条例を専決処分したものである。 
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　　　　　　専　決　処　分　書 

　次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

　　　吉川市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

　　令和７年３月３１日 

吉川市長　中原恵人　　　　　　 
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　吉川市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

　　令和７年３月３１日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長 

吉川市条例第２３号 

　　　吉川市税条例の一部を改正する条例 

　吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中項及び号の細目の表示に下線が引かれた項及び号の細目（以下

「移動項号細目」という。）に対応する同表の改正後の欄中項及び号の細目の表示に下線

が引かれた項及び号の細目（以下「移動後項号細目」という。）が存在する場合には、当

該移動項号細目を当該移動後項号細目とし、移動後項号細目に対応する移動項号細目が存

在しない場合には、当該移動後項号細目（以下「追加項号細目」という。）を加える。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の細目の表示を除く。以下「改正

部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の細目の

表示並びに追加項号細目を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当

該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合に

は、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改

正後部分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

　（市民税の申告） 

第３６条の２　略 

２～８　略 

９　市長は、市民税の賦課徴収について必要があ

ると認める場合には、新たに第２３条第１項第

３号又は第４号に掲げる者に該当することとな

った者に、当該該当することとなった日から１

０日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏

名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内

 

　（市民税の申告） 

第３６条の２　略 

２～８　略 

９　市長は、市民税の賦課徴収について必要があ

ると認める場合には、新たに第２３条第１項第

３号又は第４号に掲げる者に該当することとな

った者に、当該該当することとなった日から１

０日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏

名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内
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 に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人

番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第１６項に規定する法人

番号をいう。以下市民税について同じ。）、当

該該当することとなった日その他必要な事項を

申告させることができる。 

 

　（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条

の３の２第４項及び第５項の規定による補正の

方法の申出） 

第６３条の２　施行規則第１５条の３第３項並び

に第１５条の３の２第４項及び第５項の規定に

よる補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分

所有者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲

げる事項を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

　(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に限る。以

下固定資産税について同じ。）又は法人番号

（同条第１６項に規定する法人番号をいう。

以下固定資産税について同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称） 

　(2)～(4)　略 

２　略 

に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人

番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第１５項に規定する法人

番号をいう。以下同じ。）、当該該当すること

となった日その他必要な事項を申告させること

ができる。 

 

　（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条

の３の２第４項及び第５項の規定による補正の

方法の申出） 

第６３条の２　施行規則第１５条の３第３項並び

に第１５条の３の２第４項及び第５項の規定に

よる補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分

所有者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲

げる事項を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

　(1) 代表者の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番

号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称） 

 

 

　(2)～(4)　略 

２　略 
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　（法第３５２条の２第５項及び第６項の規定に

よる固定資産税額の按分の申出） 
あん

第６３条の３　法第３５２条の２第５項の規定に

よる同条第１項第１号に掲げる要件に該当する

同項に規定する共用土地で同項第２号に掲げる

要件に該当しないものに係る固定資産税額の按
あん

分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務

者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出して行わな

ければならない。 

　(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 

 

　(2)～(5)　略 

２　法第３５２条の２第６項に規定する特定被災

共用土地（以下この項及び次項において「特定

被災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同条第６項に規定する特定被
あん

災共用土地納税義務者（第５号及び第４項にお

いて「特定被災共用土地納税義務者」とい

う。）の代表者が法第３４９条の３の３第１項

に規定する被災年度（第３号及び第７４条の２

において「被災年度」という。）の翌年度又は

翌々年度（法第３４９条の３の３第１項に規定

する避難の指示等（第７４条の２において「避

難の指示等」という。）が行われた場合におい

 

　（法第３５２条の２第５項及び第６項の規定に

よる固定資産税額の按分の申出） 
あん

第６３条の３　法第３５２条の２第５項の規定に

よる同条第１項第１号に掲げる要件に該当する

同項に規定する共用土地で同項第２号に掲げる

要件に該当しないものに係る固定資産税額の按
あん

分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務

者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出して行わな

ければならない。 

　(1) 代表者の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(5)　略 

２　法第３５２条の２第６項に規定する特定被災

共用土地（以下この項及び次項において「特定

被災共用土地」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出は、同条第６項に規定する特定被
あん

災共用土地納税義務者（第５号及び第４項にお

いて「特定被災共用土地納税義務者」とい

う。）の代表者が法第３４９条の３の３第１項

に規定する被災年度（第３号及び第７４条の２

において「被災年度」という。）の翌年度又は

翌々年度（法第３４９条の３の３第１項に規定

する避難の指示等（第７４条の２において「避

難の指示等」という。）が行われた場合におい
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 て、法第３４９条の３の３第１項に規定する避

難等解除日（以下この項及び第７４条の２にお

いて「避難等解除日」という。）の属する年が

法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年

（第７４条の２において「被災年」という。）

の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の

翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日

から起算して３年を経過する日を賦課期日とす

る年度までの各年度とし、法第３４９条の３の

３第１項に規定する被災市街地復興推進地域

（第７４条の２において「被災市街地復興推進

地域」という。）が定められた場合（避難の指

示等が行われた場合において、避難等解除日の

属する年が被災年の翌年以後の年であるときを

除く。第７４条の２において同じ。）には、当

該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から

起算して４年を経過する日を賦課期日とする年

度までの各年度とする。）の初日の属する年の

１月３１日までに次に掲げる事項を記載し、か

つ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付し

た申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

　(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 

 

　(2)～(6)　略 

３及び４　略 

て、法第３４９条の３の３第１項に規定する避

難等解除日（以下この項及び第７４条の２にお

いて「避難等解除日」という。）の属する年が

法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年

（第７４条の２において「被災年」という。）

の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の

翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日

から起算して３年を経過する日を賦課期日とす

る年度までの各年度とし、法第３４９条の３の

３第１項に規定する被災市街地復興推進地域

（第７４条の２において「被災市街地復興推進

地域」という。）が定められた場合（避難の指

示等が行われた場合において、避難等解除日の

属する年が被災年の翌年以後の年であるときを

除く。第７４条の２において同じ。）には、当

該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から

起算して４年を経過する日を賦課期日とする年

度までの各年度とする。）の初日の属する年の

１月３１日までに次に掲げる事項を記載し、か

つ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付し

た申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

　(1) 代表者の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(6)　略 

３及び４　略 
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　（固定資産税の減免） 

第７１条　略 

２　前項の規定により固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、納期限までに、次に掲げる事項

を記載した申請書にその減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、市長が、当該者が所

有する固定資産が同項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、固定資産税を減

免する必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

　(2)～(5)　略 

３　略 

 

　（住宅用地の申告） 

第７４条　賦課期日において、住宅用地を所有す

る者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から

引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申

告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年

度の初日の属する年の１月３１日までに、次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

　(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及

 

　（固定資産税の減免） 

第７１条　略 

２　前項の規定により固定資産税の減免を受けよ

うとする者は、納期限までに、次に掲げる事項

を記載した申請書にその減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、市長が、当該者が所

有する固定資産が同項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、固定資産税を減

免する必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び法人番号（法

人番号を有しない者にあっては、住所又は事

務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称） 

　(2)～(5)　略 

３　略 

 

　（住宅用地の申告） 

第７４条　賦課期日において、住宅用地を所有す

る者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から

引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申

告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年

度の初日の属する年の１月３１日までに、次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

　(1) 住宅用地の所有者の住所又は事務所若しく
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 び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

 

　(2)～(4)　略 

２　略 

 

　（被災住宅用地の申告） 

第７４条の２　法第３４９条の３の３第１項（同

条第２項において準用する場合及び同条第３項

（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定により読み替えて適用される場合を含

む。第５号及び次項において同じ。）の規定の

適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度

又は翌々年度（避難の指示等が行われた場合に

おいて、避難等解除日の属する年が被災年の翌

年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年

度から避難等解除日の属する年の１月１日から

起算して３年を経過する日を賦課期日とする年

度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域

が定められた場合には、当該被災年度の翌年度

から被災年の１月１日から起算して４年を経過

する日を賦課期日とする年度までの各年度とす

る。）の初日の属する年の１月３１日までに次

に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる

事実を証する書類を添付した申告書を市長に提

出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

は事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所又は事務所若しく

は事業所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(4)　略 

２　略 

 

　（被災住宅用地の申告） 

第７４条の２　法第３４９条の３の３第１項（同

条第２項において準用する場合及び同条第３項

（同条第４項において準用する場合を含む。）

の規定により読み替えて適用される場合を含

む。第５号及び次項において同じ。）の規定の

適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度

又は翌々年度（避難の指示等が行われた場合に

おいて、避難等解除日の属する年が被災年の翌

年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年

度から避難等解除日の属する年の１月１日から

起算して３年を経過する日を賦課期日とする年

度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域

が定められた場合には、当該被災年度の翌年度

から被災年の１月１日から起算して４年を経過

する日を賦課期日とする年度までの各年度とす

る。）の初日の属する年の１月３１日までに次

に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に掲げる

事実を証する書類を添付した申告書を市長に提

出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は
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 有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）並びに当該納税義務者が令第５２条の１

３第１項第３号から第５号まで又は第３項第

３号から第５号までに掲げる者である場合に

あっては、同条第１項第１号若しくは第２号

又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者

との関係 

 

　(2)～(6)　略 

２　略 

 

　（種別割の税率） 

第８２条　次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する種別割の税率は、１台について、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

　(1) 原動機付自転車 

　　ア　総排気量が０．０５リットル以下のもの

又は定格出力が０．６キロワット以下のも

の（ウ及びオに掲げるものを除く。）　年

額　２，０００円 

　　イ　２輪のもので、総排気量が０．０５リッ

トルを超え、０．０９リットル以下のもの

（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力

が０．６キロワットを超え、０．８キロワ

ット以下のもの　年額　２，０００円 

　　ウ　２輪のもので、総排気量が０．１２５リ

ットル以下かつ最高出力が４．０キロワッ

ト以下のもの　年額　２，０００円 

　　エ　２輪のもので、総排気量が０．０９リッ

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称）並びに当該納

税義務者が令第５２条の１３第１項第３号か

ら第５号まで又は第３項第３号から第５号ま

でに掲げる者である場合にあっては、同条第

１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号

若しくは第２号に掲げる者との関係 

　(2)～(6)　略 

２　略 

 

　（種別割の税率） 

第８２条　次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する種別割の税率は、１台について、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

　(1) 原動機付自転車 

　　ア　総排気量が０．０５リットル以下のもの

又は定格出力が０．６キロワット以下のも

の（エに掲げるものを除く。）　年額　

２，０００円 

　　イ　２輪のもので、総排気量が０．０５リッ

トルを超え、０．０９リットル以下のもの

又は定格出力が０．６キロワットを超え、

０．８キロワット以下のもの　年額　２，

０００円 

 

 

 

　　ウ　２輪のもので、総排気量が０．０９リッ
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 トルを超えるもの（ウに掲げるものを除

く。）又は定格出力が０．８キロワットを

超えるもの　年額　２，４００円 

　　オ　略 

　(2)及び(3)　略 

 

　（種別割の減免） 

第８９条　略 

２　前項の規定によって種別割の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、当該軽自動車等に

ついて減免を受けようとする税額及び次の各号

に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要と

する事由を証明する書類を添付し、これを市長

に提出しなければならない。 

　(1) 略 

　(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若

しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。以下この

号及び次条において同じ。）又は法人番号

（同法第２条第１６項に規定する法人番号を

いう。以下この号において同じ。）（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏

名又は名称） 

　(3)及び(4)　略 

　(5) 原動機の総排気量又は定格出力（第８２条

第１号ウに掲げる原動機付自転車にあって

トルを超えるもの又は定格出力が０．８キ

ロワットを超えるもの　年額　２，４００

円 

　　エ　略 

　(2)及び(3)　略 

 

　（種別割の減免） 

第８９条　略 

２　前項の規定によって種別割の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、当該軽自動車等に

ついて減免を受けようとする税額及び次の各号

に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要と

する事由を証明する書類を添付し、これを市長

に提出しなければならない。 

　(1) 略 

　(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若

しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び法

人番号（法人番号を有しない者にあっては、

住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称） 

 

 

 

 

 

 

　(3)及び(4)　略 

　(5) 原動機の総排気量又は定格出力 
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 は、原動機の総排気量及び最高出力） 

　(6)～(8)　略 

３　略 

 

　（身体障がい者等に対する種別割の減免） 

第９０条　略 

２　前項第１号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付された身体障

害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法

律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手

帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあっては、戦傷病者手

帳とする。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところ

により交付された療育手帳（以下この項におい

て「療育手帳」という。）又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道

路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障がい者等若し

くは身体障がい者等と生計を一にする者若しく

は身体障がい者等（身体障がい者等のみで構成

される世帯の者に限る。）を常時介護する者の

運転免許証（以下この項において「運転免許

証」という。）又はこれらの者の特定免許情報

 

　(6)～(8)　略 

３　略 

 

　（身体障がい者等に対する種別割の減免） 

第９０条　略 

２　前項第１号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付された身体障

害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法

律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手

帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあっては、戦傷病者手

帳とする。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところ

により交付された療育手帳（以下この項におい

て「療育手帳」という。）又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道

路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障がい者等又は

身体障がい者等と生計を一にする者若しくは身

体障がい者等（身体障がい者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転

免許証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）を提示するとともに、次に掲げる事項
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 （同法第９５条の２第２項に規定する特定免許

情報をいう。次項において同じ。）が記録され

た免許情報記録個人番号カード（同法第９５条

の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カ

ードをいう。次項において同じ。）を提示する

とともに、次に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

　(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号

（個人番号を有しない者にあっては、氏名及

び住所）並びに減免を受ける者が身体障がい

者等と生計を一にする者である場合には、当

該身体障がい者等との関係 

　(2)～(4)　略 

　(5) 運転免許証又は道路交通法第９５条の２第

２項第１号に規定する免許情報記録（以下こ

の号において「免許情報記録」という。）の

番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免

許情報記録の有効期限並びに運転免許の種類

及び条件が付されている場合にはその条件 

　(6) 略 

３　前項の場合において、免許情報記録個人番号

カードを提示したときは、当該免許情報記録個

人番号カードに記録された特定免許情報を確認

するために必要な措置を受けなければならな

い。 

４　略 

５　略 

 

を記載した申請書に減免を必要とする理由を証

明する書類を添付して、提出しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

　(1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免

を受ける者が身体障がい者等と生計を一にす

る者である場合には、当該身体障がい者等と

の関係 

 

　(2)～(4)　略 

　(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期

限並びに運転免許の種類及び条件が付されて

いる場合にはその条件 

 

 

 

　(6) 略 

 

 

 

 

 

３　略 

４　略 
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 　（特別土地保有税の減免） 

第１３９条の３　略 

２　前項の規定により特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に、その減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提

出しなければならない。ただし、市長が、当該

者が所有し、又は取得する土地が同項各号のい

ずれかに該当することが明らかであり、かつ、

特別土地保有税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人

番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２条第

１６項に規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。）（法人番号を有しない者

にあっては、住所及び氏名又は名称） 

　(2)及び(3)　略 

３　略 

 

　（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４９条　鉱泉浴場を経営しようとする者は、

経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を

市長に申告しなければならない。申告した事項

に異動があった場合においては、直ちにその旨

を申告しなければならない。 

　(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、

氏名又は名称及び個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等

　（特別土地保有税の減免） 

第１３９条の３　略 

２　前項の規定により特別土地保有税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に、その減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提

出しなければならない。ただし、市長が、当該

者が所有し、又は取得する土地が同項各号のい

ずれかに該当することが明らかであり、かつ、

特別土地保有税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び法人番号（法

人番号を有しない者にあっては、住所又は事

務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称） 

 

　(2)及び(3)　略 

３　略 

 

　（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４９条　鉱泉浴場を経営しようとする者は、

経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を

市長に申告しなければならない。申告した事項

に異動があった場合においては、直ちにその旨

を申告しなければならない。 

　(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、

氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあって
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 に関する法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下この号において同じ。）又は

法人番号（同条第１６項に規定する法人番号

をいう。以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称） 

　(2)及び(3)　略 

 

　　　附　則 

 

　（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２　略 

２～９　略 

１０　法附則第１５条第３６項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１１　法附則第１５条第３７項に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２　法附則第１５条第４０項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１３　法附則第１５条第４１項に規定する市の条

例で定める割合は、４分の３とする。 

１４及び１５　略 

 

　（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３　法附則第１５条の６第１項又は第

２項の住宅について、これらの規定の適用を受

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地

及び氏名又は名称） 

 

 

 

 

 

　(2)及び(3)　略 

 

　　　附　則 

 

　（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２　略 

２～９　略 

１０　法附則第１５条第３７項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１１　法附則第１５条第３８項に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２　法附則第１５条第４１項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１３　法附則第１５条第４２項に規定する市の条

例で定める割合は、４分の３とする。 

１４及び１５　略 

 

　（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３　法附則第１５条の６第１項又は第

２項の住宅について、これらの規定の適用を受
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 けようとする者は、当該年度の初日の属する年

の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した

申告書を市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

　(2)及び(3)　略 

２　法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅

について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第３項に規定する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

　(2)～(4)　略 

３　略 

４　法附則第１５条の８第１項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該

年度の初日の属する年の１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

けようとする者は、当該年度の初日の属する年

の１月３１日までに次に掲げる事項を記載した

申告書を市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)及び(3)　略 

２　法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅

について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第３項に規定する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(4)　略 

３　略 

４　法附則第１５条の８第１項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該

年度の初日の属する年の１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は



16

 有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

　(2)及び(3)　略 

５　法附則第１５条の８第２項の貸家住宅につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日までに

次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住

の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２

６号）第７条第１項の登録を受けた旨を証する

書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用につ

いて令附則第１２条第１２項第１号ロに規定す

る補助を受けている旨を証する書類を添付した

申告書を市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

　(2)及び(3)　略 

６　法附則第１５条の８第３項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該

年度の初日の属する年の１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)及び(3)　略 

５　法附則第１５条の８第２項の貸家住宅につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日までに

次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住

の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２

６号）第７条第１項の登録を受けた旨を証する

書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用につ

いて令附則第１２条第１２項第１号ロに規定す

る補助を受けている旨を証する書類を添付した

申告書を市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)及び(3)　略 

６　法附則第１５条の８第３項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該

年度の初日の属する年の１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しな

ければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業
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　(2)及び(3)　略 

７　略 

８　法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用

を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

　(2)～(6)　略 

９　法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)及び(3)　略 

７　略 

８　法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用

を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(6)　略 

９　法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない
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 称） 

 

　(2)～(7)　略 

１０　法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等

専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失

防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１０項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

　(2)～(6)　略 

１１～１３　略 

１４　市長は、法附則第１５条の９の３第１項に

規定する特定マンションに係る区分所有に係る

家屋については、前項の申告書の提出がなかっ

た場合においても、マンションの管理の適正化

の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９

号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管

理者等から法附則第１５条の９の３第２項に規

定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各

号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定

マンションが法附則第１５条の９の３第１項に

規定する要件に該当すると認められるときは、

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(7)　略 

１０　法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等

専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失

防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１０項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(6)　略 

１１～１３　略 
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 前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を

適用することができる。 

１５　法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１８項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

　(2)～(6)　略 

１６　略 

 

　（宅地化農地に対して課する固定資産税の納税

義務の免除等） 

第１３条の４　略 

２　法附則第２９条の５第２項の申告は、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第８

条の３第２項第１号に掲げる書類を添付してし

なければならない。 

 

 

１４　法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１８項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(6)　略 

１５　略 

 

　（宅地化農地に対して課する固定資産税の納税

義務の免除等） 

第１３条の４　略 

２　法附則第２９条の５第２項の申告は、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第８

条の３第２項第１号に掲げる書類を添付してし

なければならない。 
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 　(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 

 

　(2)～(4)　略 

３　法附則第２９条の５第３項の申請は、次に掲

げる事項を記載した申請書に施行規則附則第８

条の３第２項第２号に掲げる書類を添付してし

なければならない。 

　(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 

 

　(2)～(4)　略 

４　法附則第２９条の５第５項の申請は、次に掲

げる事項を記載した申請書に施行規則附則第８

条の３第２項第３号に掲げる書類を添付してし

なければならない。 

　(1) 所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 

 

　(2)～(4)　略 

 

　（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

　(1) 所有者の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(4)　略 

３　法附則第２９条の５第３項の申請は、次に掲

げる事項を記載した申請書に施行規則附則第８

条の３第２項第２号に掲げる書類を添付してし

なければならない。 

　(1) 所有者の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(4)　略 

４　法附則第２９条の５第５項の申請は、次に掲

げる事項を記載した申請書に施行規則附則第８

条の３第２項第３号に掲げる書類を添付してし

なければならない。 

　(1) 所有者の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所又は事務所若しくは事業所の

所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(4)　略 

 

　（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 
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 第２２条　法附則第５６条第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する

年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書を市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）並びに当該納税義務者が令附則第３３条

第１項第３号から第５号まで又は第３項第３

号から第５号までに掲げる者である場合にあ

っては、同条第１項第１号若しくは第２号又

は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者と

の関係 

 

　(2)～(4)　略 

２　略 

３　法附則第５６条第４項に規定する特定被災共

用土地（以下この項において「特定被災共用土

地」という。）に係る固定資産税額の按分の申
あん

出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義

務者（以下この項において「特定被災共用土地

納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３

１日までに次に掲げる事項に記載した申出書を

市長に提出して行わなければならない。 

　(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 

第２２条　法附則第５６条第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する

年の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書を市長に提出しなければならない。 

　(1) 納税義務者の住所又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称）並びに当該納

税義務者が令附則第３３条第１項第３号から

第５号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあっては、同条第１

項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若

しくは第２号に掲げる者との関係 

　(2)～(4)　略 

２　略 

３　法附則第５６条第４項に規定する特定被災共

用土地（以下この項において「特定被災共用土

地」という。）に係る固定資産税額の按分の申
あん

出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義

務者（以下この項において「特定被災共用土地

納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３

１日までに次に掲げる事項に記載した申出書を

市長に提出して行わなければならない。 

　(1) 代表者の住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所又は事務所若しくは事業所の
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　　　附　則 

　（施行期日） 

第１条　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

　（固定資産税に関する経過措置） 

第２条　この条例による改正後の吉川市税条例（以下「新条例」という。）附則第１０条

の２第１０項から第１３項まで及び第１０条の３第１４項の規定は、令和７年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

　（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条　新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割につ

いては、なお従前の例による。 

 

  

　(2)～(5)　略 

４　略 

　

所在地及び氏名又は名称） 

　(2)～(5)　略 

４　略 
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報告第３号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市都市計

画税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

理由 

　地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第

７号）が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に吉川市都市計画税条例（平

成２０年吉川市条例第３２号）を改正する必要が生じたため、令和７年３月３１日に吉川

市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したものである。 
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　　　　　　専　決　処　分　書 

　次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

　　　吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

　　令和７年３月３１日 

吉川市長　中原恵人　　　　　　 
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　吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

　　令和７年３月３１日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長 

吉川市条例第２４号 

　　　吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

　吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

　　　附　則 

 

１～３　略 

 

　（法附則第１５条第３６項の条例で定める割

合） 

４　法附則第１５条第３６項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

　（法附則第１５条第３７項の条例で定める割

合） 

５　法附則第１５条第３７項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

 

　（法附則第１５条第４１項の条例で定める割

合） 

 

　　　附　則 

 

１～３　略 

 

　（法附則第１５条第３７項の条例で定める割

合） 

４　法附則第１５条第３７項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

　（法附則第１５条第３８項の条例で定める割

合） 

５　法附則第１５条第３８項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

 

　（法附則第１５条第４２項の条例で定める割

合） 
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 ６　法附則第１５条第４１項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

 

　（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

７　法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、同項に規定する利便性等向上改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０

条第２項に規定する第４号による通知書の写し

及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する

法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項

に規定する実演芸術の公演の用に供する施設で

ある旨を証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）第２条第５項に規定する

個人番号をいい、当該書類を提出する者の同

項に規定する個人番号に限る。以下この号に

おいて同じ。）又は法人番号（同条第１６項

に規定する法人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

６　法附則第１５条第４２項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

 

　（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

７　法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、同項に規定する利便性等向上改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０

条第２項に規定する第４号による通知書の写し

及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する

法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項

に規定する実演芸術の公演の用に供する施設で

ある旨を証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

　(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例による改正後の吉川市都市計画税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の

都市計画税について適用し、令和６年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。 

 

 　(2)～(6)　略 

 

８～１８　略 

 

　（読替規定） 

１９　法附則第１５条第１項、第９項、第１３項

から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、

第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４

項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」と

あるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条

から第１５条の３まで若しくは第６３条」とす

る。 

 

２０　略 

　

　(2)～(6)　略 

 

８～１８　略 

 

　（読替規定） 

１９　法附則第１５条第１項、第９項、第１３項

から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３４項まで、

第３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５

項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」と

あるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条

から第１５条の３まで若しくは第６３条」とす

る。 

 

２０　略 
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報告第４号 

　　　専決処分事項の承認について 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

理由 

　地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第

７号）が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に吉川市国民健康保険税条例

（昭和３０年吉川町条例第１４号）を改正する必要が生じたため、令和７年３月３１日に

吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したものである。 
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　　　　　　専　決　処　分　書 

　次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

　　　吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 

　　令和７年３月３１日 

吉川市長　中原恵人　　　　　　 
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　吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

　　令和７年３月３１日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長 

吉川市条例第２５号 

　　　吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

　吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前

  

　（課税額） 

第２条　略 

２　前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６６０，０００円を超える場

合においては、基礎課税額は、６６０，０００

円とする。 

３　第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２６０，

０００円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２６０，０００円とする。 

４　略 

 

　（課税額） 

第２条　略 

２　前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６５０，０００円を超える場

合においては、基礎課税額は、６５０，０００

円とする。 

３　第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２４０，

０００円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２４０，０００円とする。 

４　略　 
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　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

　（適用区分） 

２　改正後の吉川市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保

  

　（国民健康保険税の減額） 

第２２条　市は、法第７０３条の５第１項の規定

により、次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６６０，０００円を超

える場合には、６６０，０００円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２６０，０００円を超

える場合には、２６０，０００円）及び同条第

４項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲

げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１７０，０００円を超える場

合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

　(1)～(3)　略 

２及び３　略 

　

 

　（国民健康保険税の減額） 

第２２条　市は、法第７０３条の５第１項の規定

により、次の各号に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の課税

額を第２条第２項本文の基礎課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６５０，０００円を超

える場合には、６５０，０００円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額から次の各

号に掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分

に応じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２４０，０００円を超

える場合には、２４０，０００円）及び同条第

４項本文の介護納付金課税額から次の各号に掲

げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が１７０，０００円を超える場

合には、１７０，０００円）の合算額とする。 

　(1)～(3)　略 

２及び３　略 
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険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例に

よる。 
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第５９号議案 

　　　吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

　吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及び号の細目

（以下「移動後項号等」という。）が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項号等

とし、移動後項号等に対応する移動項が存在しない場合には、当該移動後項号等を加える。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前

  

　（利用定員） 

第３８条　特定地域型保育事業（事業所内保育事

業を除く。）の利用定員（法第２９条第１項の

確認において定めるものに限る。以下この章に

おいて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっ

ては１人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型

（吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２６年吉川市条例

第１８号）第３１条に規定する小規模保育事業

Ａ型をいう。第４９条第３項において同じ。）

及び小規模保育事業Ｂ型（同条例第３４条に規

定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４９条第

３項において同じ。）にあっては６人以上１９

人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条例第３６条

に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第

 

　（利用定員） 

第３８条　特定地域型保育事業（事業所内保育事

業を除く。）の利用定員（法第２９条第１項の

確認において定めるものに限る。以下この章に

おいて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっ

ては１人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型

（吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２６年吉川市条例

第１８号）第３１条に規定する小規模保育事業

Ａ型をいう。第４９条第３項第１号において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条例第３４

条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４

９条第３項第１号において同じ。）にあっては

６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同

条例第３６条に規定する小規模保育事業Ｃ型を
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 ３条において同じ。）にあっては６人以上１０

人以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人と

する。 

２　略 

 

　（特定教育・保育施設等との連携） 

第４９条　特定地域型保育事業者（居宅訪問型保

育事業を行う者を除く。以下この項から第７項

までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

　(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳

未満保育認定子どもに集団保育を体験させる

ための機会の設定、特定地域型保育の適切な

提供に必要な特定地域型保育事業者に対する

相談、助言その他の保育の内容に関する支援

（次項において「保育内容支援」という。）

を実施すること。 

　(2) 略 

　(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域

型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認

定子ども（事業所内保育事業を利用する満３

歳未満保育認定子どもにあっては、第３８条

第２項に規定するその他の小学校就学前子ど

もに限る。以下この号及び第６項第１号にお

いて同じ。）を、当該特定地域型保育の提供

いう。附則第３条において同じ。）にあっては

６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあ

っては１人とする。 

２　略 

 

　（特定教育・保育施設等との連携） 

第４９条　特定地域型保育事業者（居宅訪問型保

育事業を行う者を除く。以下この項から第５項

までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

　(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳

未満保育認定子どもに集団保育を体験させる

ための機会の設定、特定地域型保育の適切な

提供に必要な特定地域型保育事業者に対する

相談、助言その他の保育の内容に関する支援

を行うこと。 

 

　(2) 略 

　(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域

型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認

定子ども（事業所内保育事業を利用する満３

歳未満保育認定子どもにあっては、第３８条

第２項に規定するその他の小学校就学前子ど

もに限る。以下この号及び第４項第１号にお

いて同じ。）を、当該特定地域型保育の提供
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 の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受

け入れて教育・保育を提供すること。 

２　市長は、特定地域型保育事業者による保育内

容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認める場合であって、次に掲げる要

件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号

の規定を適用しないこととすることができる。 

　(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携

協力者を適切に確保すること。 

　(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

　　ア　特定地域型保育事業者と保育内容支援連

携協力者との間でそれぞれの役割の分担及

び責任の所在が明確化されていること。 

　　イ　保育内容支援連携協力者の本来の業務の

遂行に支障が生じないようにするための措

置が講じられていること。 

３　前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小

規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型

又は事業所内保育事業を行う者（第５項におい

て「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）

であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連

携協力を行うものをいう。 

４　市長は、特定地域型保育事業者による代替保

育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難で

あると認める場合であって、次に掲げる要件の

いずれかを満たすときは、第１項第２号の規定

を適用しないこととすることができる。 

の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受

け入れて教育・保育を提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　市長は、特定地域型保育事業者による代替保

育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難で

あると認める場合であって、次の各号に掲げる

要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２

号の規定を適用しないこととすることができ
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　(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力

者を適切に確保した場合には、次のア及びイ

に掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

 

　　ア　特定地域型保育事業者と代替保育連携協

力者との間でそれぞれの役割の分担及び責

任の所在が明確化されていること。 

　　イ　代替保育連携協力者の本来の業務の遂行

に支障が生じないようにするための措置が

講じられていること。 

　(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保

育連携協力者の確保の促進のために必要な措

置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の

確保が著しく困難であること。 

５　前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項

第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者で

あって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

 

　(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事

業を行う場所又は事業所（次号において「事

業実施場所」という。）以外の場所又は事業

所において代替保育が提供される場合　小規

模保育事業Ａ型事業者等 

 

 

 

　(2) 略 

る。 

　(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化さ

れていること。 

 

 

 

 

 

 

　(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を

行う者の本来の業務の遂行に支障が生じない

ようにするための措置が講じられているこ

と。 

３　前項の場合において、特定地域型保育事業者

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

　(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保

育事業を行う場所又は事業所（次号において

「事業実施場所」という。）以外の場所又は

事業所において代替保育が提供される場合　

小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業

Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号に

おいて「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい

う。） 

　(2) 略 
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　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、連携施設に関する経

 ６　略 

７　略 

８　略 

９　略 

１０　略 

１１　略 

 

　　　附　則 

 

　（連携施設に関する経過措置） 

第４条　特定地域型保育事業者（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確

保が著しく困難であって、法第５９条第４号に

規定する事業による支援その他の必要な適切な

支援を行うことができると市が認める場合は、

第４９条第１項の規定にかかわらず、この条例

の施行の日から起算して１５年を経過する日ま

での間、連携施設を確保しないことができる。 

 

　

４　略 

５　略 

６　略 

７　略 

８　略 

９　略 

 

　　　附　則 

 

　（連携施設に関する経過措置） 

第４条　特定地域型保育事業者（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確

保が著しく困難であって、法第５９条第４号に

規定する事業による支援その他の必要な適切な

支援を行うことができると市が認める場合は、

第４９条第１項本文の規定にかかわらず、この

条例の施行の日から起算して１０年を経過する

日までの間、連携施設を確保しないことができ

る。 
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過措置を延長するとともに、保育内容支援及び代替保育に係る連携協力に関する見直しを

したいので、この案を提出するものである。 
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第６０号議案 

　　　吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

　吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年吉川市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項、号及び号の細目の表示に下線が引かれた項、号及び号の細目

（以下「移動後項号等」という。）が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項号等

とし、移動後項号等に対応する移動項が存在しない場合には、当該移動後項号等を加える。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

 改正後 改正前

  

　（家庭的保育事業所等の一般原則） 

第７条　家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事

業を行う場所を除く。次項、第９条第２項及び

第３項、第１１条第１項、第１２条第１項、第

１７条第３項並びに第２３条第１項第２号にお

いて同じ。）は、建築物の耐震改修の促進に関

する法律（平成７年法律第１２３号）第２２条

第１項の地震に対する安全性に係る基準に適合

し、かつ、都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）の規定に適合した建築物であるととも

に、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成す

るために必要な設備を設けなければならない。 

２　略 

 

 

　（家庭的保育事業所等の一般原則） 

第７条　家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事

業を行う場所を除く。次項、第９条第２項及び

第３項、第１１条第１項、第１２条第１項、第

１７条第３項並びに第２３条第２号において同

じ。）は、建築物の耐震改修の促進に関する法

律（平成７年法律第１２３号）第２２条第１項

の地震に対する安全性に係る基準に適合し、か

つ、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

の規定に適合した建築物であるとともに、法に

定めるそれぞれの事業の目的を達成するために

必要な設備を設けなければならない。 

２　略 
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 　（保育所等との連携） 

第２３条　家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に

対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了後も満

３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本

法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる

教育をいう。以下この条において同じ。）又は

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事

項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認

定こども園（以下「連携施設」という。）を適

切に確保しなければならない。 

　(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させる機会の

設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育

事業者等に対する相談、助言その他の保育の

内容に関する支援（次項において「保育内容

支援」という。)を実施すること。 

　(2) 略 

　(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供

を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業

の利用乳幼児にあっては、第４５条に規定す

るその他の乳児又は幼児に限る。以下この号

及び第６項第１号において同じ。）を、当該

保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において教育又は保育を提供するこ

と。 

２　市長は、家庭的保育事業者等による保育内容

支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難

　（保育所等との連携） 

第２３条　家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に

対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了後も満

３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本

法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる

教育をいう。以下この条において同じ。）又は

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事

項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認

定こども園（以下「連携施設」という。）を適

切に確保しなければならない。 

　(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させる機会の

設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育

事業者等に対する相談、助言その他の保育の

内容に関する支援を行うこと。 

 

　(2) 略 

　(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供

を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業

の利用乳幼児にあっては、第４５条に規定す

るその他の乳児又は幼児に限る。以下この号

及び第４項第１号において同じ。）を、当該

保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児

に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において教育又は保育を提供するこ

と。 
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 であると認める場合であって、次に掲げる要件

の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の

規定を適用しないこととすることができる。 

　(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協

力者を適切に確保すること。 

　(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

　　ア　家庭的保育事業者等と保育内容支援連携

協力者との間でそれぞれの役割の分担及び

責任の所在が明確化されていること。 

　　イ　保育内容支援連携協力者の本来の業務の

遂行に支障が生じないようにするための措

置が講じられていること。 

３　前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第

３０条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行

う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事

業者等」という。）であって、第１項第１号に

掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４　市長は、家庭的保育事業者等による代替保育

の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であ

ると認める場合であって、次に掲げる要件のい

ずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を

適用しないこととすることができる。 

　(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者

を適切に確保した場合には、次のア及びイに

掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

　　ア　家庭的保育事業者等と代替保育連携協力

者との間でそれぞれの役割の分担及び責任

の所在が明確化されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　市長は、家庭的保育事業者等による代替保育

の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であ

ると認める場合であって、次に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定

を適用しないこととすることができる。 

　(1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行

う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任

の所在が明確化されていること。 
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 　　イ　代替保育連携協力者の本来の業務の遂行

に支障が生じないようにするための措置が

講じられていること。 

　(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育

連携協力者の確保の促進のために必要な措置

を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確

保が著しく困難であること。 

５　前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項

第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者で

あって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

 

　(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を

行う場所又は事業所（次号において「事業実

施場所」という。）以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合　小規模保

育事業Ａ型事業者等 

 

 

 

　(2) 略 

６　略 

７　略 

 

　　　附　則 

 

　（連携施設に関する経過措置） 

第３条　家庭的保育事業者等（特例保育所型事業

所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保

 

 

 

　(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂

行に支障が生じないようにするための措置が

講じられていること。 

 

３　前項の場合において、家庭的保育事業者等

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

　(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業

等を行う場所又は事業所（次号において「事

業実施場所」という。）以外の場所又は事業

所において代替保育が提供される場合　第３

０条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を

行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型

事業者等」という。） 

　(2) 略 

４　略 

５　略 

 

　　　附　則 

 

　（連携施設に関する経過措置） 

第３条　家庭的保育事業者等（特例保育所型事業

所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保
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　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い、連携施設に関する経過措置を延長するとともに、保育内容支援及び代替

保育に係る連携協力に関する見直しをしたいので、この案を提出するものである。 

 

 が著しく困難であって、子ども・子育て支援法

第５９条第４号に規定する事業による支援その

他の必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第２３条第１項の規定にかか

わらず、施行日から起算して１５年を経過する

日までの間、連携施設の確保をしないことがで

きる。 

　

が著しく困難であって、子ども・子育て支援法

第５９条第４号に規定する事業による支援その

他の必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第２３条第１項の規定にかか

わらず、施行日から起算して１０年を経過する

日までの間、連携施設の確保をしないことがで

きる。 
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第６１号議案 

　　　吉川市税条例の一部を改正する条例 

　吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「追加

条項等」という。）を加える。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに追加条項等を除く。以

下「改正後部分」という。）が存在する場合は当該改正部分を当該改正後部分に改め、改

正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

 改正後 改正前

  

　（公示送達） 

第１８条　法第２０条の２の規定による公示送達

は、公示事項（同条第２項に規定する公示事項

をいう。以下この条において同じ。）を地方税

法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以

下「施行規則」という。）第１条の８第１項に

規定する方法により不特定多数の者が閲覧する

ことができる状態に置く措置をとるとともに、

公示事項が記載された書面を吉川市公告式条例

（昭和３０年吉川町条例第２号）第２条第２項

に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を市

の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示

したものの閲覧をすることができる状態に置く

措置をとることによってするものとする。 

 

　（納税証明事項） 

第１８条の３　施行規則第１条の９第２号に規定

 

　（公示送達） 

第１８条　法第２０条の２の規定による公示送達

は、吉川市公告式条例（昭和３０年吉川町条例

第２号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示

して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（納税証明事項） 

第１８条の３　地方税法施行規則（昭和２９年総
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 する事項は、道路運送車両法（昭和２６年法律

第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対

象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災

その他やむを得ない事由により種別割を滞納し

ている場合においてその旨とする。 

 

 

 

　（所得控除） 

第３４条の２　所得割の納税義務者が法第３１４

条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当

する場合には、同条第１項及び第３項から第１

１項までの規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除

額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特

別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額

を、前年の合計所得金額が２５，０００，００

０円以下である所得割の納税義務者について

は、同条第２項、第６項及び第１１項の規定に

より基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得

について算定した総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

 

　（市民税の申告） 

第３６条の２　第２３条第１項第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条

第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の

小型自動車について天災その他やむを得ない事

由により種別割を滞納している場合においてそ

の旨とする。 

 

　（所得控除） 

第３４条の２　所得割の納税義務者が法第３１４

条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当

する場合には、同条第１項及び第３項から第１

１項までの規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除

額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特

別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金

額が２５，０００，０００円以下である所得割

の納税義務者については、同条第２項、第６項

及び第１１項の規定により基礎控除額をそれぞ

れその者の前年の所得について算定した総所得

金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除

する。 

 

　（市民税の申告） 

第３６条の２　第２３条第１項第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ
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 ばならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある者か

ら１月１日現在において給与又は公的年金等の

支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除

額（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者

（前年の合計所得金額が９，０００，０００円

以下であるものに限る。）の法第３１４条の２

第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，

０００円以下であるものに限る。）で控除対象

配偶者に該当しないものに係るものを除

く。）、法第３１４条の２第４項に規定する扶

養控除額若しくは特定親族特別控除額（特定親

族（同条第１項第１２号に規定する特定親族を

いう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３

６条の３の３第１項において同じ。）（前年の

合計所得金額が８５０，０００円以下であるも

のに限る。）に係るものを除く。）の控除又は

これらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除

額の控除、法第３１３条第８項に規定する純損

失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条

ばならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある者か

ら１月１日現在において給与又は公的年金等の

支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除

額（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者

（前年の合計所得金額が９，０００，０００円

以下であるものに限る。）の法第３１４条の２

第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，

０００円以下であるものに限る。）で控除対象

配偶者に該当しないものに係るものを除く。）

若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶

養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額

若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第

８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９

項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控

除若しくは第３４条の７の規定により控除すべ

き金額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするものを

除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）及び第２４

条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第
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 の７の規定により控除すべき金額（以下この条

において「寄附金税額控除額」という。）の控

除を受けようとするものを除く。以下この条に

おいて「給与所得等以外の所得を有しなかった

者」という。）及び第２４条第２項に規定する

者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の(2)

の項に掲げる者を除く。）については、この限

りではない。 

２～９　略 

 

　（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第３６条の３の２　所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 

　(4) 略 

２～６　略 

 

　（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

１項の表の上欄の(2)の項に掲げる者を除く。）

については、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

２～９　略 

 

　（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第３６条の３の２　所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 扶養親族の氏名 

　(4) 略 

２～６　略 

 

　（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養
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 親族等申告書） 

第３６条の３の３　所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納

税義務者（合計所得金額が９，０００，０００

円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規

定する退職手当等に限る。以下この項において

同じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が９５０，０００円以下であるものに

限る。）をいう。第２号において同じ。）又は

扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有する

者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に

係る所得を有する者であって、合計所得金額が

８５０，０００円以下であるものに限る。）を

有する者（以下この条において「公的年金等受

給者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

の支払者（以下この条において「公的年金等支

払者」という。）から毎年最初に公的年金等の

支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市

親族等申告書） 

第３６条の３の３　所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納

税義務者（合計所得金額が９，０００，０００

円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規

定する退職手当等に限る。以下この項において

同じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が９５０，０００円以下であるものに

限る。）をいう。第２号において同じ。）又は

扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であって退職手当等に係る所得を有する

者に限る。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所

を有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定す

る公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 
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 長に提出しなければならない。 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 

　(4) 略 

２～５　略 

 

　　　附　則 

 

　（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２　略 

２及び３　略 

 

　（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特

例） 

第１６条の２の２　令和８年４月１日以後に第９

２条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡

し若しくは消費等（次項において「売渡し等」

という。）が行われた加熱式たばこ（第９２条

第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第９３

条の２の規定により製造たばことみなされるも

のを含む。以下この条において同じ。）に係る

第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第

３項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法に

より換算した紙巻たばこ（第９２条第１号アに

掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項

において同じ。）の本数によるものとする。 

　(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規

定する葉たばこをいう。）を原料の全部又は

 

　(1)及び(2)　略 

　(3) 扶養親族の氏名 

　(4) 略 

２～５　略 

 

　　　附　則 

 

　（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２　略 

２及び３　略 
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 一部としたものを紙その他これに類する材料

のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこ

を原料の全部又は一部としたものを施行規則

附則第８条の４の２に規定するところにより

直接加熱することによって喫煙の用に供され

るものに限る。）　当該加熱式たばこの重量

（フィルターその他の施行規則附則第８条の

４の３に規定するものに係る部分の重量を除

く。以下この項から第３項までにおいて同

じ。）の０．３５グラムをもって紙巻たばこ

の１本に換算する方法。ただし、当該加熱式

たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム

未満である場合にあっては、当該加熱式たば

この１本をもって紙巻たばこの１本に換算す

る方法 

　(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ　当

該加熱式たばこの重量の０．２グラムをもっ

て紙巻たばこの１本に換算する方法。ただ

し、当該加熱式たばこの品目ごとの１個当た

りの重量が４グラム未満である場合にあって

は、当該加熱式たばこの品目ごとの１個をも

って紙巻たばこの２０本に換算する方法 

２　前項の規定により加熱式たばこのうち同項第

１号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同

項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以

外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する

場合における計算は、売渡し等が行われた加熱

式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該

加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重
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　　　附　則 

　（施行期日） 

第１条　この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

　(1) 第３４条の２、第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２第１項第３号及び

第３６条の３の３第１項の改正並びに附則第３条の規定　令和８年１月１日 

　(2) 附則第１６条の２の次に１条を加える改正及び附則第４条の規定　令和８年４月１

日 

　(3) 第１８条及び第１８条の３の改正並びに次条の規定　地方税法等の一部を改正する

 量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その

合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法に

より行うものとする。 

３　前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの重量に０．１グラム未満

の端数がある場合には、その端数を切り捨てる

ものとする。 

４　第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３

条の２の規定により製造たばことみなされるも

のに限る。）のうち、次に掲げるものについて

は、同号ただし書の規定は、適用しない。 

　(1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せ

て喫煙の用に供されるもの 

　(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９

３条の２の規定により製造たばことみなされ

るものを除く。）と併せて喫煙の用に供され

る加熱式たばこ（同条の規定により製造たば

ことみなされるものに限る。）であって当該

加熱式たばこのみの品目のもの 
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法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日 

　（公示送達に関する経過措置） 

第２条　この条例による改正後の吉川市税条例（以下「新条例」という。）第１８条の規

定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前

にした公示送達については、なお従前の例による。 

　（市民税に関する経過措置） 

第３条　新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は、令和８年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

２　令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１項の

規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項

第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３

の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５０，０００円以下であるもの

に限る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。 

３　新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日

（以下「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第３６条の２第１項た

だし書に規定する給与について提出する新条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規

定による申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正

前の吉川市税条例（以下「旧条例」という。）第３６条の２第１項ただし書に規定する

給与について提出した旧条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書に

ついては、なお従前の例による。 

４　新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２

０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について適

用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の

３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

　（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条　次項に定めるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に課した、
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又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１６条の２の２第１項に規定する加

熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たばこ税については、なお従前の例

による。 

２　令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、吉川市税条例第９２条の２条第１

項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条

例第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則第１６条の２の２

の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 

　(1) 吉川市税条例第９４条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則第１６

条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。）の本数に０．

５を乗じて計算した製造たばこの本数 

　(2) 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に０．５を乗

じて計算した製造たばこの本数 

３　前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切

り捨てるものとする。 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、公示送達のデジタル化、個

人市民税における特定親族特別控除の創設及び市たばこ税における加熱式たばこの本数換

算方法の見直しをしたいので、この案を提出するものである。 
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第６２号議案 

　　　吉川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 

　吉川市老人福祉センター条例（昭和５４年吉川町条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

　次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存

在しない場合には、当該移動項（以下「削除項」という。）を削り、移動後号に対応する

移動項が存在しない場合には、当該移動後号（以下「追加号」という。）を加える。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。）を同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。）に改める。 

 

 改正後 改正前

  

　（休業日） 

第４条　センターの休業日は、次のとおりとす

る。 

　(1) 日曜日 

　(2) １２月２８日から翌年１月４日まで 

２　略 

 

　（指定管理者による管理） 

第１２条　略 

 

 

 

 

 

 

 

 

　（休業日） 

第４条　センターの休業日は、１２月２８日から

翌年１月４日までとする。 

 

 

２　略 

 

　（指定管理者による管理） 

第１２条　略 

２　センターの休日は、１月２日から同月４日ま

での日及び１２月２８日から同月３１日までの

日とする。ただし、指定管理者が特に必要があ

ると認めるときは、これを変更し、又は臨時に

休日を定めることができる。 

３　センターの利用時間は、午前９時から午後４

時までとする。ただし、指定管理者が特に必要
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　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　老人福祉センターの休業日に日曜日を追加するとともに、所要の改正をしたいので、こ

の案を提出するものである。 

 

  

 

　

があると認めるときは、これを延長し、又は短

縮することができる。 
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第６３号議案 

　　　財産の取得について 

　次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

１　取得する財産　　大型エンジンポンプ車 

２　納 入 場 所　　下河岸ポンプ場 

３　納 期 限　　令和８年３月３１日 

４　取 得 金 額　　５３，７９０，０００円 

５　契約の相手方　　住　　　　所　埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目１番４号 

　　　　　　　　　　氏名又は名称　荏原実業株式会社関東支社 

　　　　　　　　　　代表者職氏名　支社長　柳本将道 

　　令和７年６月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　水防用備品として大型エンジンポンプ車を取得したいので、吉川市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第３条の規

定により、この案を提出するものである。 
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第６４号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川美南駅東口周辺地区１号調整池修景工事（その２） 

２　工事場所　　吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３　工　　期　　契約締結日から令和８年３月３１日まで 

４　請負金額　　１６８，８５０，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県さいたま市南区関１丁目１３番１３号 

　　　　　　　　氏名又は名称　シン建工業株式会社 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　北清太郎 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　吉川美南駅東口周辺地区１号調整池修景工事（その２）の請負契約を締結したいので、

吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川

町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第６５号議案 

　　　工事請負契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　中曽根小学校体育館長寿命化改修工事（建築） 

２　工事場所　　吉川市中曽根二丁目４番地 

３　工　　期　　契約締結日から令和８年３月２０日まで 

４　請負金額　　２００，７５０，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県越谷市御殿町２番１１号 

　　　　　　　　氏名又は名称　髙元建設株式会社 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　髙橋和彦 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　中曽根小学校体育館長寿命化改修工事（建築）の請負契約を締結したいので、吉川市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第

６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第６６号議案 

　　　工事請負契約の変更契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その１１） 

２　工事場所　　吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３　工　　期　　変更前　契約締結日から令和７年７月３１日まで 

　　　　　　　　変更後　契約締結日から令和７年９月３０日まで 

４　請負金額　　変更前　１４９，７１０，０００円 

　　　　　　　　変更後　１６４，８６８，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目２１番地３ 

　　　　　　　　氏名又は名称　株式会社内田緑化興業 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　殿井正仁 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　令和６年９月１８日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その１１）

の請負契約について、道路整備に伴う土工事及び使用収益開始に伴う施設の追加により、

工期及び請負金額の変更をしたいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提

出するものである。 
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第６７号議案 

　　　工事請負契約の変更契約の締結について 

　次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１　工 事 名　　吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その１２） 

２　工事場所　　吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３　工　　期　　変更前　契約締結日から令和７年７月３１日まで 

　　　　　　　　変更後　契約締結日から令和７年９月３０日まで 

４　請負金額　　変更前　１６７，２００，０００円 

　　　　　　　　変更後　１８７，４８４，０００円 

５　受 注 者　　住　　　　所　埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目２１番地３ 

　　　　　　　　氏名又は名称　株式会社内田緑化興業 

　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　殿井正仁 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　令和６年９月１８日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区道路工事（その１２）

の請負契約について、道路整備に伴う土工事及び使用収益開始に伴う施設の追加により、

工期及び請負金額の変更をしたいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提

出するものである。 
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第６８号議案 

　　　吉川市学校給食センター整備運営事業契約の変更契約の締結について 

　次のとおり吉川市学校給食センター整備運営事業契約の変更契約を締結することについ

て議決を求める。 

１　事 業 名　　吉川市学校給食センター整備運営事業 

２　事 業 場 所　　吉川市大字川藤字前新田３２６５番１　外３筆 

３　事 業 期 間　　本契約の日から令和１３年３月３１日まで 

４　事 業 内 容　　施設の設計、建設、維持管理及び運営 

５　契 約 金 額　　変更前　６，８３９，７２７，６９４円 

　　　　　　　　　　変更後　６，８７５，９５９，６９４円 

６　契約の相手方　　住　　　　所　埼玉県吉川市大字小松川６２１番地２ 

　　　　　　　　　　氏名又は名称　株式会社吉川スクールランチサービス 

　　　　　　　　　　代表者職氏名　代表取締役　岩東光男 

　　令和７年６月２日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　平成２６年６月１１日付けで効力が発生した吉川市学校給食センター整備運営事業契約

について、学校給食センターの照明器具のＬＥＤ化に伴うサービス対価の改定を行うため、

契約金額の変更をしたいので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定により、この案を提出するものであ

る。 
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第６９号議案 

　　　市道の路線廃止及び認定について 

　次のとおり市道の路線廃止及び路線認定をすることについて議決を求める。 

１　路線廃止 

 

２　路線認定 

 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　中井三丁目地内の開発に伴い起点及び終点が変更となる路線の廃止及び認定をしたいの

で、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、

この案を提出するものである。 

 

 路　線　名 起　点 終　点

 ３－４４５ 中井三丁目２２４番地先 中井三丁目２３７番地先

 路　線　名 起　点 終　点

 ３－４４５ 中井三丁目２２４番１地先 中井三丁目２３２番地先
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諮問第２号 

　　　人権擁護委員の推薦について 

　人権擁護委員として次の者を推薦したいので意見を求める。 

　　　住　　所　○○○○○○○ 

　　　氏　　名　山本修史 

　　　生年月日　○○○○○○○ 

　　令和７年６月２日提出 

吉川市長　中原恵人　　 

提案理由 

　人権擁護委員の山﨑秀晃氏が令和７年９月３０日をもって任期満了となるため、その後

任者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規

定により、この案を提出するものである。 
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経　歴　書 

 

氏　　名　山本修史 

生年月日　○○○○○○○ 

住　　所　○○○○○○○ 

最終学歴　○○○○○○○ 

経　　歴 

 平成２３年　６月から

○○○○○○○
 現在に至る

 平成２８年　５月から

埼玉県行政書士会社会貢献部部長
 現在に至る

 平成２９年　７月から

社会福祉法人彩凛会評議員
 現在に至る

 令和　３年　５月から

埼玉県行政書士会吉川支部支部長
 現在に至る

 令和　３年　７月から

日本行政書士会連合会法教育推進委員会委員
 現在に至る

 令和　４年１２月から

○○○○○○○
 現在に至る

 令和　６年１１月から

吉川市商工対策審議会委員
 現在に至る

 令和　７年　３月から

吉川市社会福祉協議会監査役
 現在に至る


